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I. 第一世界大戦中の連合国間協力 
 
 第一次世界大戦は国際法の歴史においても一大転機となった 1。国際機構法の観点か

らは、連合国（the Allied Powers）間の戦争協力体制が決定的に重要である。 
 開戦間もない 1914 年 8 月 18 日に、英仏は補給国際委員会（Commission 
internationale de ravitaillement）を設置した 2。戦争対策のために英が禁輸措置を執った

ことを受けて、英仏間で物資を融通するための枠組みを設定する必要に迫られたから

である。ただし、同委員会は基本的に協議以上の権限を有していなかった 3。1916 年

11 月 29 日に、小麦執行機関（Wheat Executive）を設置する英仏伊合意 4が締結され

た。北米・南米における小麦の不作により小麦供給源がオーストラリアに限定され、

かつ、ドイツの潜水艦攻撃による船舶の減少および航行の困難のため、小麦の配分と

そのための船舶運用の配分を連合国間で協調して行う必要が出てきたためである。上

記合意によれば、小麦執行機関は各国 1 名の代表から構成され（3 条 1 項）、小麦の購

入・割当・運送に関する「全権（pleins pouvoirs）」を有し（3 条 2 項）、委員会内で見

解が一致しない場合は各国政府の判断に委ねられる（3 条 3 項）。すなわち、各国から

の委員が合意する限りにおいて、委員の判断のみにおいて「全権」を行使するとい

う、超国家的とも言える強大な権限を与えられたのである。しかも、これら委員は閣

僚などの政治家ではなく官僚であった。 
 1917 年 2 月にドイツは潜水艦攻撃をあらゆる船舶に拡大し、4 月に米が参戦する。

したがって米を加えた枠組みが必要となり、同年 11 月に、“Allied bodies […] for food, 
for munitions and for raw materials will be formed on the model of the Wheat Executive, 

 
1 現在でも“the Great War”あるいは“la Grande Guerre”と言えば第一次世界大戦を意味することが

示すように、世界史をヨーロッパを中心とする視点から見るならば、第一次世界大戦は第二次

世界大戦をはるかに超えるインパクトを持っている。日本から見た場合になかなか理解しにく

いそのインパクトを理解する手助けとして、何よりもまず人文研の 2 つのシリーズがある。山

室信一ほか（編）『現代の起点 第一次世界大戦 第 1 巻～第 4 巻』（岩波書店、2014 年）、京都

大学人文科学研究所『レクチャー 第一次世界大戦を考える 1-12』（人文書院、2010-14 年）。さ

らに、中西寛「二十世紀国際関係の始点としてのパリ講和会議」法学論叢 128 巻 2 号（1990
年）、129 巻 2 号（1991 年）、ジェイムズ・ジョル『ヨーロッパ 100 年史 1』（みすず書房、1975
年）、モードリス・エクスタインズ『春の祭典』（TBS ブリタニアカ、1991 年）、シュテファ

ン・ツヴァイク『昨日の世界(1)(2)』（みすず書房、1973 年）。 

2 Documents diplomatiques français, 1914 (3 août – 31 décembre), document 70 (p. 61) et document 560 
(p. 546). 

3 Keith Neilson, “The Maritime Way in Munitions: The Entente and Supply in the First World War”, 
Journal of Military and Strategic Studies, Vol. 14, Issues 3&4, 2012, p. 1, p. 7. 

4 Accord entre l’Italie, la France et le Royauame-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, le 29 novembre 
1916, in Etienne Clémentel, La France et la politique économique interalliée, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1931, pp. 330-333. 
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America being associated with these bodies”との合意が米を加えた 4 国間で成立した 5。

“[O]n the model of the Wheat Executive”ではあるものの、米はこの種の問題に関する権限

を国際的枠組みに委ねることに消極的であった 6ため、やや弱い仕組みが採用された。

すなわち、各国閣僚からなる理事会（Council）が合意で決定を行うというものである

7。しかし、戦時に閣僚が協議するのは容易ではなく、実際には各国官僚が代表となる

執行委員会（Executive Committee）が合意すればそこでの合意がそのまま実施された

8。 
 このような経験が国際連盟をはじめとする後の国際機構の誕生・発展に大きな影響

を与えたことは確かである。人的に見ても、上記各委員会・機関で委員として活動し

た英仏の官僚である Arthur Salter と Jean Monnet は、それぞれ後に国際連盟事務局で活

動し、Monnet はヨーロッパ統合の立役者となる 9。 
 
 
II. 国際連盟 (League of Nations/Société des Nations)――成立と構造 
 
 この流れの中で、第一次世界大戦の戦後処理の一環として、国際連盟が創設された

10。「国際連盟規約」（リンク先の条文は 1924 年までになされた改正を含む）11とは、すなわち、

ヴェルサイユ条約の第一部のことである 12。 
 

5 Resolution of the Committee on Importations and Maritime Transport of the Inter-Allied Conference, 
Foreign Relations of the United States, 1917, Vol. 1, Supplement 2, p. 422. 

6 Report of the Representative of the Shipping Board (Colby), Foreign Relations of the United States, 
1917, Vol. 1, Supplement 2, p. 414. 

7 Document No. 5, Organisation of the Allied Maritime Transport Council, Executive, and Associated 
Allied Bodies, in J.A. Salter, Allied Shipping Control, Oxford, Clarendon Press, 1921, p. 298. 

8 Rosella Cappella Zielinski and Paul Poast, Wheat at War, Oxford, Oxford University Press, 2025, p. 
125. 

9 遠藤乾（編）『グローバル・ガバナンスの歴史と思想』（有斐閣、2010 年）第 1 章（城山英明

「アーサー・ソルター――越境する行政間の行動と思考様式」）、第 2 章（遠藤乾「ジャン・モ

ネ――グローバル・ガバナンスの歴史的源流」）。 

10 国際連盟成立過程（日本の対応も含む）の外交史的分析として、牧野雅彦『ヴェルサイユ条

約』（中公新書、2009 年）、篠原初枝『国際連盟』（中公新書、2010 年）、船尾章子「大正期日本

の国際連盟観」（中部大学）国際関係学部紀要 14 号（1995 年）21 頁。その過程で示された様々

な機構案につき、船尾章子「国際連盟構想の起源とその展開」桐山孝信ほか（編）『転換期国際

法の構造と機能』（国際書院、2000 年）87 頁。 

11 ダウンロードして、以下出てきた条文は読んでおくこと。日本語訳は各種条約集に載ってい

るので適宜参照されたい。なお、当初の条文はこちら。 

12 厳密に言えば、サン＝ジェルマン条約などの他の第一次大戦戦後処理平和条約の第一部でも

ある。 

https://www.refworld.org/docid/3dd8b9854.html
http://avalon.law.yale.edu/imt/parti.asp
https://search.library.wisc.edu/digital/AWY6YHTKRCNM4N83
https://search.library.wisc.edu/digital/AWY6YHTKRCNM4N83
https://search.library.wisc.edu/digital/AWY6YHTKRCNM4N83
https://archive.org/details/alliedshippingco00saltuoft
https://doi-org.kyoto-u.idm.oclc.org/10.1093/9780197812778.001.0001
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB03221637
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB02997743
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https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00559259
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00559259
https://libraryresources.unog.ch/ld.php?content_id=32971179
https://mjp.univ-perp.fr/traites/1919saintgermain.htm
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 連盟規約を見れば判るように、国際連盟はかなり広範な権限と複雑な組織構造とを

有する 13。そこで、国際連盟は国際法主体であるあるいは国際法人格を有するのでは

ないかと議論されるようになった。国際機構の国際法人格については後日改めて学ぶ

が、国際法上の法人格を有する（＝国際法上の法主体である）ということは、すなわ

ち、国際法上の権利義務を負う資格を有すること、と考えておけば良い。すなわち、

国際連盟が国際法上の法人であるかどうかは、国際連盟が「国際連盟として」国際法

上の権利義務を負うかどうかにより判断される。 
 国際機構の国際法上の法人格が実践的に問題となる場面の一つは特権免除であると

ころ、規約 7 条 4 項 14は連盟職員が外交官と同様の特権免除を共有することを定めて

いる。さらに、連盟自体について、国際連盟の本部が置かれたスイスと国際連盟との

間に 1926 年に以下の合意 15がなされている。 
I. Le Gouvernement fédéral suisse reconnaît que la Société des Nations, possédant la 
personnalité internationale et la capacité juridique, ne peut être, en principe, selon les règles du 
droit des gens, actionnée devant les tribunaux suisses sans son consentement exprès. 

【仮訳】I. スイス連邦政府は、国際連盟は、国際法人格を有し、国際法上の規則に基

づきその明示的同意なしにはスイス裁判所において被告となり得ないことを認める。 

 このような存在は、国家以外の法主体を認めてこなかったそれまでの国際法学にと

って当惑の種であった。学説の中には、「法人たる国家から構成される法人」16である

というように、国際連盟を独自の国際法上の法人とみる立場が示されているのが注目

される。たとえば、19 世紀末から第一次世界大戦までの代表的国際法学者の一人であ

る Lassa Oppenheim は、このような連合体（union）はこれまでに存在したことがな

く、超国家でも国家連合 17でも同盟でもなく、全く特殊（sui generis）であって、組織

 
13 連盟規約の条文をじっくり読んで理解して頂きたいが、手引きが必要であれば、まず参照す

べきは藤田久一『国連法』（東京大学出版会、1998 年）第 1 章第 2 節～第 4 節である。 

14 国際連盟規約の上記リンク先条文には、「項」の数字がついていない。フランススタイルの

書き方であり、4 段落目を 4 項と理解されたい。 

15 Modus vivendi relatif aux immunités diplomatiques du personnel des organismes de la Société à 
Genève, dans Communications du Conseil fédéral suisse concernant le régime des immunités 
diplomatiques du personnel de la Société des Nations et du Bureau international du travail, Genève, le 18 
septembre 1926, Journal officiel de la Société des Nations, Octobre 1926, p. 1422. これは国際連盟の

官報であり、英語版は VPN を利用のこと（以下、国際連盟官報につき同様）。この合意につい

ては、仏文が原文である。 

16 John Fischer Williams, “The Status of the League of Nations in International Law”, International Law 
Association, Report, 34th Conference [1926], p. 675, p. 679. これも VPN を経由して利用。 

17 「国家連合」など専門用語の意味が理解できなければ、国際法の教科書や辞書などで調べて

おくこと。「講義計画」に示してある。 

https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00157819
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97856574/f586.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97856574/f586.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97856574/f586.item
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/leagon7&i=1434
https://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/services/network/vpn/
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.ilarc/ilarc1926&i=877
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化された国際社会そのものとみるべき、と主張した 18。もちろん、連盟が国際社会そ

のものというのはいかにも無理である 19と共に、それが sui generis であるというのは

説明の放棄に他ならない。そこで、従来の概念を援用して、「国際法主体である国家連

合」20であるという説明もなされた。 
 
 国際連盟の目的と法的性質とを理解するため、連盟規約を参照しながら（講義には必

ず連盟規約を持参すること）、次の問について考えてきて頂きたい。 
 理事会（the Council）の構成国は？21 

 “Principal Allied and Associated Powers” →ヴェルサイユ条約前文冒頭 
 日本（1933 年 3 月 27 日脱退通告 22） 
 イタリア（1937 年 12 月 11 日脱退通告 23） 

 4 条 2 項 “additional Members” 
 ドイツ（1926 年 9 月 8 日総会決議 24により連盟加盟と同時に常任理事

国となる。1933 年 10 月 19 日脱退通告 25。） 
 ソ連（1934 年 9 月 27 日総会決議 26により連盟加盟と同時に常任理事

国となる。1939 年 12 月 14 日除名 27。） 
 理事会の任務は？ 
 総会（the Assembly）の任務は？ 
 総会とは別に理事会が設置された目的は？ 

 
18 Lassa Oppenheim, « Le caractère essentiel de la Société des Nations », Revue générale de droit 
international public, t. 26, 1919, p. 234, pp. 237-239. 

19 「連盟規約が創出したのは、国際社会そのもの（la Société des Nations）ではなく、諸国から

なるある一つの集合体（une Société des Nations）である。」Georges Scelle, « L’admission des 
nouveaux membres de la Société des Nations », Revue générale de droit international public, t. 28, 1921, 
p. 122, p. 135. 

20 P.E. Corbett, “What Is the League of Nations?”, British Year Book of International Law, vol. 5, 1924, 
p. 119, p. 147. 

21 理事会をめぐる大国中心主義と中小国の反発につき、帶谷俊輔『国際連盟』（東京大学出版

会、2019 年）第一章。 

22 League of Nations Official Journal, 1933, p. 657（VPN 利用。以下同様）. 脱退の効力発生は 2
年後の 1935 年（連盟規約 1 条 3 項）。 

23 League of Nations Official Journal, 1938, p. 10. 脱退の効力発生は 2 年後の 1937 年。 

24 League of Nations Official Journal, Special Supplement, No. 43, p. 29.  

25 League of Nations Official Journal, January 1934, p. 16. 脱退の効力発生は 2 年後の 1935 年。 

26 League of Nations Official Journal, Special Supplement, No. 123, p. 18. 

27 League of Nations Official Journal, 1939, pp. 506-508. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k734932/f235.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73495r/f127.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73495r/f127.item
https://archive.org/details/britishyearbooko0000unse_r2d8/page/118/mode/2up
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB07286284
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/leagon14&i=659
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/leagon19&i=12
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.unl/offjrnsup0043&i=61
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/leagon15&i=18
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.unl/offjrnsup0123&i=46
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/leagon20&i=540
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 総会とは別に理事会が設置されことは、国際連盟が「会議体制」と乖離してい

ることを示すか？ その関連で、4 条 5 項（非理事国の投票権を伴う参加）はど

のような意義を有するか？ 
 5 条の全会一致規則を考慮すると、国際連盟と「会議体制」とは実質的に同じ

ものだ、と言ってよいか？ 
 全会一致の例外 それぞれなぜ例外とされたか考える 

 1 条 2 項 
 4 条 2 項 
 5 条 2 項 

 総会手続規則の制定が手続事項であることに争いなし（参照、規則 28
条） 

 総会手続規則に基づく決定は全て手続事項（19 条 3 項） 
 秘密会議にするかどうか（11 条 2 項） 
 各種委員会の設置（14 条 1 項） 
 役職者選任（21 条 1 項） 

 6 条 2 項 
 15 条 6 項・7 項・10 項 
 16 条 4 項 

 6 条は事務局について定める。前回学んだ国際行政連合の事務局とどこが似て

いてどこが異なるだろうか？28 
 
 
III. 国際労働機関（ILO） 

授業時間中には扱わない。以下を読み、資料を含めて理解できないところ

があれば、遠慮なく質問されたい。 

 
 国際連盟規約がヴェルサイユ条約第 1 部であるのならば、こちらは第 13 部である（現

行の ILO 憲章はこちら）。戦後処理の一環として労働問題を扱う機構が創設されたのはな

ぜだろうか 29。 
 機構的側面から国際連盟と ILO とを比較した場合、最も顕著な相違は ILO の三者構

成（tripartism）にある。 

 
28 この問と直接の関係はないが、事務局に関する興味深い文献として、番定賢治「国際連盟事

務局における日本人事務局員」国際政治 198 号（2020 年）111 頁。 

29 ヴェルサイユ平和会議において労働問題が議論されることを日本は全く予想しておらず、そ

の後も右往左往を続ける様子は、吉岡吉典『ILO の創設と日本の労働行政』（大月書店、2009
年）に鮮明にまとめられている。 

http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1920_SdN_Assemblee_reglement.pdf
http://avalon.law.yale.edu/imt/partxiii.asp
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm
https://doi.org/10.11375/kokusaiseiji.198_111
https://doi.org/10.11375/kokusaiseiji.198_111
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB03237686
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 ILO 憲章 3 条 各国代表の構成 
 同 4 条 国家代表の投票の方法 
 同 7 条 理事会（the Governing Body）の構成 

なぜこのような人数・構成になっているのだろうか。 
 ところで、「ILO 憲章（Constitution of the International Labour Organization）」なるもの

は当初は存在していなかった。ヴェルサイユ条約第 1 部には「国際連盟規約」という表

題がついていたが、第 13 部の表題は単に「労働」である。それが「ILO 憲章」と呼ば

れるようになる経緯 30は、「国際機構」あるいはその設立文書の法的性質について理解

が固まっていなかった時期から、それらを明確に把握するようになる時期への移り変わ

りを示しており、興味深い。 
 
 
IV. 植民地機構としての連盟 少数者保護・委任統治 

授業時間中には扱わない。以下を読み、資料を含めて理解できないところ

があれば、遠慮なく質問されたい。 

 

 少数者保護 31や委任統治も連盟の重要な活動の一つであった。国際連盟規約は、22 条

において委任統治制度を設立している 32。同条を熟読の上、次の問につき考えてきてい

ただきたい。 
 委任統治は植民地とどのように異なるのか。 

 
30 濵本正太郎「「国際労働機関憲章」はいつ成立したか」法学論叢 194 巻 4・5・6 号（2024
年）50-66 頁。 

31 少数者保護は、国際法・国際政治の観点からは極めて重要であるが、国際機構法との関連で

は重要性に劣るので、本講義では扱わない。詳しくは、西平等「連盟期少数民族保護条約の性

格」孝忠延夫『多元的世界における「他者」（上）』（関西大学マイノリティ研究センター、2013
年）、篠原初枝「国際連盟と少数民族問題」アジア太平洋討究 24 号（2015 年）71 頁、篠原初枝

「国際連盟外交――ヨーロッパ国際政治と日本」井上寿一ほか（編）『日本の外交 第 1 巻 外交

史 戦前編』（岩波書店、2013 年）。 

 日本では、ヴェルサイユ平和会議において、平和条約に「人種平等条項」を加えるとの日本

の提案が退けられたことがよく指摘される。大沼保昭「遥かなる人種平等の理想――国際連盟

規約への人種平等条項提案と日本の国際法観」大沼保昭（編）『国際法、国際連合と日本』（弘

文堂、1987 年）427 頁。しかし、「この提案は欧米列強によって否決され、日本の世論はこれに

激昂したが、この提案が審議されていたのとちょうど同じ時期、朝鮮では三・一独立運動への

流血の鎮圧が行われていたのである。」小熊英二『〈日本人〉の境界』（新曜社、1998 年）215
頁。 

32 詳しくは、田岡良一『委任統治の本質』（有斐閣、1941 年）、五十嵐元道「国際信託統治の歴

史的起源（一）・（二）・（三・完）」北大法学論集 59 巻 8 号（2009 年）295 頁、60 巻 1 号（2009
年）111 頁、2 号（2009 年）193 頁、等松春夫『日本帝国と委任統治』（名古屋大学出版会、

2011 年）第 1 章。 

https://avalon.law.yale.edu/imt/parti.asp
https://avalon.law.yale.edu/imt/partxiii.asp
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EJ08897942
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04523029
http://hdl.handle.net/2065/45348
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04520269
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04520269
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW86013874
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00165226
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1276117
http://hdl.handle.net/2115/38375
http://hdl.handle.net/2115/38677
http://hdl.handle.net/2115/38919
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB03835162
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 委任統治を行う国に課される義務はどのようなものか。 
 委任統治領は、委任統治を行う国の領域なのか、他のいずれかの国あるいは何者

かの領域なのか。 
 なぜこのような制度が導入されたのか。 
 日本は南洋群島に委任統治を行っていた 33。国際連盟から脱退したことにより、

日本は委任統治を行う国としての資格を失ったか 34。 
 参照、対日平和条約 2 条(d) 

 
 
V. 社会協力機構としての連盟 経済協力 35 

授業時間中には扱わない。以下を読み、資料を含めて理解できないところ

があれば、遠慮なく質問されたい。 

 
 連盟規約には、経済問題については 23 条 e の規定があるのみである。この規定を根

拠に、以下のような会議が開かれた。 
 1927 年 ジュネーヴ世界経済会議(World Economic Conference)36 

 総会での一般討議 現状認識の共有 
 多数の勧告の採択 

 輸出入の禁止・制限の撤廃に関する条約 
 1933 年 ロンドン世界通貨経済会議 37 

 通貨安定協定締結が試みられるも、米の拒否で決裂 
 
 連盟の経済政策については、「どこまで国際経済に介入や規制が必要なのか、また可

 
33 浅野豊美（編）『南洋群島と帝国・国際秩序』（慈学社、2007 年）、等松・前掲注 33・第 2 章

以下。 

34 日本の主張については、「帝国ノ国際聯盟脱退後ノ南洋委任統治ノ帰趨ニ関スル帝国政府ノ

方針ヲ決定ス」公文類聚・第五十七編・昭和八年・第十五ノ二巻・外事 

35 経済協力以外にも、保健衛生協力につき、参照、安田佳代『国際政治のなかの国際保健事

業』（ミネルヴァ書房、2014 年）238 頁、山越裕太「国際連盟保健機関の創設」国際政治 172 号

（2013 年）15 頁、山越裕太「ヘルス・ガバナンスの胎動と国際連盟保健機関」国際政治 193 号

（2018 年）44 頁。また、文化交流につき、斎川貴嗣「国際文化交流における国家と知識人――
国際連盟知的協力国際委員会の設立と新渡戸稲造」平野健一郎ほか（編）『国際文化関係史研

究』（東大出版会、2013 年）431 頁、斎川貴嗣「知的協力から国際文化交流へ――国際連盟知的

協力国際委員会における理念変容」国際政治 193 号（2018 年）60 頁。 

36 上田貞次郎ほか『国際経済会議と其問題』（同文館、1927 年） 

37 国際聯盟事務局東京支局編『通貨経済会議報告』（新日本社、1934 年） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-P2-795_1.pdf
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB03500990
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0651.pdf
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04562159
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB02503997
http://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001762532
http://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001762532
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04794607
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04794607
https://doi.org/10.11375/kokusaiseiji.172_15
https://doi.org/10.11375/kokusaiseiji.192_44
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04554066
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04554066
https://doi.org/10.11375/kokusaiseiji.192_60
https://doi.org/10.11375/kokusaiseiji.192_60
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00576645
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB09964249
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能なのかについて、国際連盟は答えを出すことはできなかった」38との評価がある。国

際連盟の構造・権限の観点から見た場合、連盟のどこに問題があったのだろうか。 
 
 他方、「世界の多数の政府代表がジュネーヴに常駐し、大臣など政府のトップが理事

会、総会あるいは各種委員会などで定期的にそして頻繁に会合すること自体が画期的な

ことであった。これは第一次大戦前の一九世紀型の国際政治では考えられないことであ

った。このような会合を通じて各国は不必要な摩擦や誤解を避けて実現可能な外交政策

を形成し、他の国々の情報により国内政策についても改善を図ることができたのである」

39との評価もある。経済問題に関して、連盟は、会議体制とどのように異なるのだろう

か。 
 
 
VI. 連盟の安全保障体制 
A. 制度的展開 
 連盟の安全保障体制は、連盟規約 10 条～17 条に規定されている。連盟規約は、戦争

に訴えることについて様々な制約を課したが、戦争の可能性自体は否定していなかった。

それは連盟規約のどこを見ればわかるか、連盟規約の上記条項を講義までに熟読して考

えてくること。 
 「戦争の可能性自体は否定していなかった」という不備を補うべく、紛争の平和的処

理に関する議定書が 1924 年に採択された。同議定書は、連盟規約 15 条 4 項以下の規定

をさらに強化した。すなわち、15 条 3 項により紛争処理がなされなかった場合、 
 理事会は、紛争当事国に対して、紛争を仲裁または司法的解決に付託することを勧

奨する（議定書 4 条 1 項）。 

 紛争当事国が仲裁または司法的解決への付託に合意できない場合、理事会が仲裁

委員会を設置する（同条 2 項、4 項）。 

 仲裁判断は拘束力を有する。それに従わない国に対しては理事会が連盟規約 13 条

4 項に基づき執るべき措置を提案する。従わない国が戦争に訴える場合、連盟規約

16 条に基づく制裁措置を執る（同条 6 項）。 

ところが、紛争の平和的処理を義務化するこの議定書には賛同が集まらず、発効せずに

終わってしまった 40。 

 
38 篠原・前掲注 10・238 頁。 

39 藤瀬浩司・李修二「国際連盟と経済金融問題」藤瀬浩司（編）『世界大不況と国際連盟』（名

古屋大学出版会、1994 年）1-2 頁。 

40 ［幣原喜重郎外務大臣発言］「貴帝国政府ニシテ本件議定書不承認ノ場合ニハ日本モ或ハ同

様不承認」（「平和議定書批准問題ニ関スル英国大使トノ会見録」『国際紛争平和的処理条約関係

一件 第三巻（分割 1）』PDF45 枚目（ページ下コマ番号 0376）、47 枚目（378）。 

https://www.refworld.org/docid/40421a204.html
https://www.refworld.org/docid/40421a204.html
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW86208632
https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B04122321500
https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B04122321500
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 その後、1928 年に不戦条約（採択地にちなんでパリ条約、主唱者にちなんで Briand-Kellog

条約とも呼ばれる）が採択され（1929 年発効）、戦争の放棄が一般的な形で定められ（1 条）

と共に、紛争の平和的処理義務も定められた（2 条）41。もっとも、紛争の平和的処理の

具体的な手続は定められていないし、1 条に違反して戦争を行った国に対する措置も定

められていない 42。 
 そのような中、満洲事変・エティオピア戦争により、連盟の安全保障体制の機能不全

が露呈し、日中戦争がダメ押しをした。その経緯と問題点とについて、以下の年表と資

料とを読み、考えてくること。 
  

 
41 柳原正治『帝国日本と不戦条約』（NHK 出版、2022 年）。外交史的分析として、牧野雅彦

『不戦条約』（東京大学出版会、2020 年）。 

42 そこで次のような批判が出てくる。「現在の国際社会は［国際法違反に対する］社会固有の

強制手段を全然具備しないのである。而して不戦条約は此社会において自力救済としての武力

手段をも禁ぜんと欲するものである。……此事情は国際義務遵守の精神を有せざる国家を却っ

て有利なる地位に置くものである。」田岡良一「不戦条約の意義」法学（東北大学）1 巻 2 号

（1932 年）1 頁、33 頁。 

田岡はさらに辛辣に述べる。「（1924 年の紛争処理議定書が立ち消えになった）歴史を、……不

戦条約が世論の熱狂的歓迎を受けて世界の大多数の国によって批准された事実と比較すること

は、重要である。後者は、義務的仲裁裁判その他平和的解決手段に関する具体的規定を全く欠

き、ただ抽象的な言葉をもって戦争を非難し、武力行使の全廃を謳った数行の条文からなる条

約である」田岡良一『国際法 III（新版）』（有斐閣、1973 年）68 頁。 

http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1928Kellog-Briand.pdf
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB08690409
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB07513855
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00087424
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB07761456
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B.  満洲事変 

 
略年表（リンク先に資料あり） 

1931 年 9 月 18 日 柳条湖事件 

    19 日 中国、日本に対し不戦条約違反と抗議・撤退要求 

    21 日 中国、国際連盟緊急理事会招集を要請 規約 11 条 

    22 日 緊急理事会開催 中国は非常任理事国（9 月 14 日選任） 

    30 日 理事会決議 撤兵する旨の日本声明・日本人安全保護に関する

中国声明に留意 

  10 月 8 日 日本、錦州爆撃。撤兵せず。 

  10 月 13 日 理事会再招集。Briand 議長。 

  10 月 16 日 理事会、米をオブザーバーとして参加させる決議採択（日本反

対）。 

  10 月 17 日 不戦条約当事国、日中に 2 条の義務を想起 
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  10 月 19 日 関東軍、チチハル占領。 

  10 月 22 日 日本回答。「防衛」を主張。 

  10 月 24 日 理事会、日本撤兵決議案表決。日本反対で採択されず。（11
条） 

  11 月 16 日 中国、理事会に連盟規約 15 条・16 条の適用を要請 

  11 月 21 日 日本、理事会に現地調査団派遣を提案 

  12 月 10 日 理事会、日本提案を採択 報告書提出まで半年必要との見込み 

1932 年 1 月 3 日 関東軍、錦州占領 

   1 月 7 日 スティムソン声明 武力による事態変更の合法性不承認 43 
同日日本に通告 

  1 月 16 日 日本、米に回答 
 不承認「ノ如キ問題ハ発生セサル義」 
 条約の適用は「現実ノ事態ニ即シテ」行うべき 

  1 月 28 日 上海事変。3 月まで日中激戦。 

2 月 3 日 芳沢外務大臣、連盟規約 15 条を適用することは「理論ヲ超越

シ絶対ニ承服シ得サル所ナリ」 
【問】なぜ絶対に承服できないのか？ 

  2 月 12 日 中国、規約 15 条 9 項に基づき総会への移送を要求 
【問】中国が総会への移送を要求したのはなぜか？ 

  2 月 19 日 リットン調査団、日本で調査（3 月 11 日まで） 
連盟理事会 日本代表、中国については連盟規約の厳格な適用

不可と主張。理事会は 15 条 9 項に基づき総会への移送決定。 

  3 月 1 日 「満洲国政府」、満洲国建国宣言。 

  3 月 9 日 溥儀、執政就任式 

  3 月 11 日 連盟臨時総会、不承認決議採択。（日中棄権） 
（日本が棄権したのは 15 条適用に反対する立場上） 

 3 月 12 日 満州国創設各国に通告 

  3 月 14 日 リットン調査団、中国・満洲で調査（6 月 4 日まで） 

4 月 8 日 長岡駐仏大使、連盟脱退を提案。 

5 月 15 日 5.15 事件。犬養首相暗殺。 

7 月 14 日 内田外相、リットン調査団に対し、日本の「死活的利益」の問

題なので他国と相談しなくても構わない、と主張。 

 
43 「スティムソンはアメリカ政府［ママ］が連盟加盟国ではないため、この声明は前年 12 月

10 日の理事会決議には基づいていないという前提に立っていた。不承認宣言は、あくまでも連

盟とは切り離された不戦条約に基づいたアメリカ独自のイニシアティヴとしての色彩が濃厚で

あった。」帶谷・前掲注 21・116 頁。 

http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1931LNCres_draft_Manchuria.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1931LNCres_draft_Manchuria.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932Stimson.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932_Stimson_notification.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932_Stimson_notification_reply.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932_Yoshizawa_art15.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932_LN_Council_320219.pdf
https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B02030709100
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932LNA_res_Manchukuo.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932_Yoshizawa_art15_320302.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932_LN_Nagaoka_320408.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932_Uchida-Lytton.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932_Uchida-Lytton.pdf
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  8 月 25 日 内田外相国会演説。自衛権の主張。 

  9 月 15 日 日満議定書 これにより満洲国承認 

  10 月 2 日 リットン調査団報告書公表 

10 月 11 日 各国代表、リットン報告書は日本に有利との見解。 

  11 月 21 日 理事会、報告書審理開始。 

11 月 28 日 総会移送を決定。 

1933 年 1 月 13 日 熱河作戦を閣議決定で了承。 

1933 年 2 月 1 日 内閣、連盟規約 15 条 4 項の適用に移る場合は連盟脱退あり得

ることを明言。 
【問】15 条 4 項が適用される場合は脱退という結論になるのは

なぜか？ 

2 月 15 日 （総会）19 人委員会、報告書案提示。満洲の主権は中国に。

（PDF の 20 頁目〔原本 75 頁〕参照） 

2 月 20 日 内閣、連盟脱退を決定。 

2 月 22 日 陸軍、熱河侵攻。 

  2 月 24 日 報告書採択（「満洲国」不承認を確認）。松岡代表、脱退声

明。 

3 月 27 日 脱退正式通告（連盟規約 1 条 3 項）。 

同日 連盟脱退詔書 

3 月 28 日 「連盟脱退後における連盟との関係に関する処理方針」 

 
参考文献 
 臼井勝美『満洲国と国際連盟』（吉川弘文館、1995 年） 
 クリストファー・ソーン（市川洋一訳）『満州事変とは何だったのか 上巻・下巻』

（草思社、1994 年）〔原著 1972 年〕 
 伊香俊哉『近代日本と戦争違法化体制』（吉川弘文館、2002 年） 
 小林啓治『国際秩序の形成と近代日本』（吉川弘文館、2002 年） 
 井上寿一『戦前日本の「グローバリズム」』（新潮社、2011 年） 
 帶谷・前掲注 21 
 樋口真魚『国際連盟と日本外交』（東京大学出版会、2021 年） 
 茶谷誠一「国際連盟脱退の政治過程」日本史研究 457 号（2000 年） 
 庄子陽子｢『満州国』不承認の法的根拠に関する一考察｣（東北学院大学）法学研

究年誌 10 号（2001 年） 
 F.P. Walters, A History of the League of Nations, Oxford, Oxford Univ.Pr., 1952. 

(Chapter 40) 
  

http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932_Uchida_FM_Manchukuo.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932JM_Protocol.pdf
https://dl.ndl.go.jp/pid/1459035
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1932_Lytton_comments.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1933_2-1_Uchida.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1933_2-1_Uchida.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1933LN_19Report_Manchuria.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1933LN_19Report_Manchuria.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1933_2-20_Uchida.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1933LNA_19Report_adoption.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1933LNA_19Report_adoption.pdf
https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B02130941800
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000032777
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1933_2-28_Uchida.pdf
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW86240201
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB13495450
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB13495090
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB01150331
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB01331305
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB03631533
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB08248338
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00086082
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00086472
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00086472
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00717039
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C. エティオピア戦争 

 
 
略年表（リンク先に資料あり） 

1935 年 10 月 3 日 イタリア、エティオピアに対する武力攻撃開始 

 10 月 7 日 連盟理事会委員会、規約 12 条・不戦条約違反認定 

  10 月 10 日 総会、規約 16 条に基づく制裁勧告 

10 月 11 日～19 日 総会調整委員会、武器等一定物品の対伊輸出禁止等を勧告 

  12 月 8 日 Hoare-Laval Plan イタリアの領土獲得を認める 

1936 年 5 月 2 日 エティオピア軍敗走。皇帝、パレスティナに出国。 

  5 月 9 日 イタリア、エティオピアを自国領とする国内法制定。  
その後、諸国が相次いでイタリアによる「征服」を承認 

  7 月 4 日 総会、制裁解除勧告 

7 月 6 日 総会調整委員会、制裁解除提案（特に最初と最後のページ） 

参考文献 
 海野芳郎「国際連盟の対イタリア経済制裁（1）・（2）・（3）・（4）」外交時報 1141

号～1144 号（1977 年） 
 田岡良一「連盟の崩壊と世界法廷の将来」中央公論 54 巻 5 号（1939 年） 
 田岡良一「連盟規約第 16 条の歴史と国際連合の将来」恒藤恭還暦記念『法理学

及国際法論集』（有斐閣、1949 年） 
 海野芳郎「第二次イタリア・エチオピア戦争と日本」法政理論（新潟大学）16 巻

2 号（1984 年） 

http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1935LNA_sanction_Ethiopia.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1936LNA_Italy_end_sanction.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1936LN_Committee_Italy_sanction_end.pdf
https://dl.ndl.go.jp/pid/1410886/1/14
https://dl.ndl.go.jp/pid/1410887/1/7
https://dl.ndl.go.jp/pid/1410888/1/10
https://dl.ndl.go.jp/pid/1410890/1/14
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00084158
https://dl.ndl.go.jp/pid/1153840/1/158
http://hdl.handle.net/10191/27190
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 F.P. Walters, A History of the League of Nations, Oxford, Oxford Univ.Pr., 1952. 
(Chapter 53) 

 
D.  日中戦争 
 
略年表（リンク先に資料あり） 

1937 年 7 月 7 日 盧溝橋事件 

10 月 6 日 総会、日本が不戦条約等に違反するとする報告書採択 

12 月 13 日 日本軍、南京占領 

1938 年 1 月 16 日 近衛内閣、「国民政府を対手とせず」声明 

9 月 11 日 中国、連盟理事会に規約 17 条適用を要請 

9 月 19 日 理事会、17 条に基づき日本を招請 

9 月 22 日 日本、招請を拒否 

9 月 30 日 理事会議長報告 個々の判断による制裁の発動 

10 月 3 日 日本、「対抗措置」を予告 

10 月 26 日 「規約十六条適用ニ対スル各国ノ態度概要」出てくる文書の

PDF34-35 頁。 

11 月 2 日 「帝国ト国際連盟諸機関トノ協力関係終止ノ件」枢密院審査

報告（10 月 29 日付）、外務省條約局「説明資料」（10 月 21
日付） 

参考文献 
 海野芳郎「ブリュッセル会議への期待と幻影」法政理論（新潟大学）22 巻 1 号

（1989 年） 
 海野芳郎「牙を抜かれた対日制裁の発動」法政理論（新潟大学）23 巻 3・4 号（1991

年） 
 樋口真魚『国際連盟と日本外交』（東京大学出版会、2021 年） 

 
その後について 
 海野芳郎「第二次世界大戦と国際連盟」法政理論（新潟大学）19 巻 4 号（1987

年） 
 
 

以上 

https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00717039
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1937LNA_Japan_Report.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1938LN_Sino-Japanese.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/1938_LN_JP_reaction.pdf
https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B04014057300
https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1728880
http://hdl.handle.net/10191/27187
http://hdl.handle.net/10191/27196
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB08248338
http://hdl.handle.net/10191/27195

